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ネットでも
ニュース

中
日
ウ
ェ
ブ

中
日
ス
ポ
ー
ツ

旧
優
生
保
護
法
下
で
不
妊
手
術
を
強

い
た
の
は
憲
法
違
反
だ
と
し
て
、
障
害

の
あ
る
人
ら
が
国
に
損
害
賠
償
を
求
め

た
５
訴
訟
の
判
決
で
、
最
高
裁
大
法
廷

（
裁
判
長
・
戸
倉
三
郎
長
官
）
は
３

日
、
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
る
初
の
統

一
判
断
を
示
し
、
同
法
が
憲
法
に
違
反

す
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
不
法
行
為

か
ら
�
年
の
経
過
で
損
害
賠
償
請
求
権

が
消
滅
す
る
「
除
斥
期
間
」
を
適
用
し

な
か
っ
た
。

「
不
良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
す

る
」
と
の
目
的
で
１
９
４
８
年
に
制
定

さ
れ
た
同
法
に
よ
り
、
理
不
尽
な
手
術

を
強
い
ら
れ
た
被
害
者
の
救
済
に
道
筋

が
付
い
た
。
一
連
の
訴
訟
は
２
０
１
８

年
以
降
、
被
害
者
ら
�
人
が
全
国
�
地

裁
・
支
部
に
提
起
。
こ
の
う
ち
大
法
廷

が
判
決
を
言
い
渡
し
た
の
は
札
幌
、
仙

台
、
東
京
、
大
阪
、
神
戸
の
各
地
裁
の

５
訴
訟
で
、
原
告
ら
は
１
９
５
０
～
�

年
代
に
不
妊
手
術
を
さ
れ
た
。


